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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成 ２年 ８月 千葉県地方港湾審議会 

の議を経、その後の変更については 

・平成 ７年 ６月 千葉県地方港湾審議会 

・平成１０年 ２月 千葉県地方港湾審議会 

の議を経た名洗港の港湾計画を改訂するものである。 
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Ⅰ 港湾計画の方針 

１ 沿革及び役割 

名洗港は、千葉県銚子市の東南端に位置しており、昭和２６年に避難

港の指定を受け、翌昭和２７年には避難港整備工事に着手、昭和２８年

に千葉県が港湾管理者となった。昭和３７年には名洗港整備基本計画が

策定され、昭和４０年から岸壁、防波堤、臨港道路及び水域施設が整備

されるなど、荒天時における避難港として、また地域の生産、消費活動

に必要な物資の取り扱い港として利用されていた。 

その後、昭和６２年度に実施された「名洗港マリンタウンプロジェク

ト調査」において、マリーナを中心とするマリンリゾート構想の提言を

受け、銚子マリーナの整備が進められた。平成１１年に供用開始した銚

子マリーナは、地域振興を図るためのレクリエーション拠点としての役

割を担っている。平成１０年度に「ビーチ利用促進モデル地区」の指定

を受け、海岸事業により離岸堤、突堤、遊歩道等の整備が進められた。 

また、本港を取り囲む屏風ヶ浦や風化・侵食により犬の形に形成され

た犬岩は、日本ジオパークに認定された「銚子ジオパーク」の名所とな

っており、自然豊かな観光資源にも恵まれている。 

近年では、令和２年に名洗港港湾区域の前面海域（約４０平方キロメ

ートル）が再エネ海域利用法に基づく促進区域として国から指定を受け

た。これに伴い、洋上風力発電設備の建設補助や維持管理の拠点として

の利活用が期待されている。 
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２ 課題 

名洗港では、千葉県銚子市沖の促進区域の指定を契機に、将来的に拡

大が期待されている千葉県太平洋沖の洋上風力発電事業に資する港湾と

して、建設補助や維持管理の拠点としての機能強化が求められている。 

産業振興という視点では、銚子市や旭市の主要産業である水産加工業

を始めとする地域産業の物流効率化に向けて、海上輸送の拠点形成が求

められている。 

他方では、名洗港は豊かな自然を活かした観光資源を有しており、洋

上の風車が調和した新たな観光資源を創出することで、地域の活性化に

つなげることが求められている。 

また、臨海部における海洋性レクリエーションの活性化を通じて、交

流人口を増加することが期待されており、銚子マリーナを核とした海洋

性レクリエーションの拠点化を図り、交流機能を強化していくことが求

められている。 

一方で、沖合を航行する船舶の多い名洗港では、荒天時の海難事故を

削減するため、避難船の受入機能の強化が求められている。 
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３ 港湾計画の方針 

洋上風力発電設備の建設補助や維持管理拠点の形成、豊かな自然と風

車が調和する緑地空間の形成、港内静穏性確保と埋没対策を兼ねた防波

堤整備、銚子マリーナの利用促進、一般貨物向け公共埠頭の確保に取り

組むものとし、令和１０年代半ば（２０３０年代半ば）を目標年次とし

て、 

「洋上風力発電と地域産業の発展を支える名洗港」 

「エコツーリズムと海洋性レクリエーションを体感できる名洗港」 

「自然環境保全と洋上の風車が調和する名洗港」 

「小型船舶が避難可能な名洗港」 

を将来像に掲げ、以下のように港湾計画の方針を定め、港湾計画を改

訂するものである。 

 

【物流・産業】 

 千葉県太平洋沖合で展開される洋上風力発電設備の建設補助や維

持管理に必要な機能を強化することで、洋上風力発電を支える拠点

として機能転換を図る。また、洋上風力発電に資する港湾機能を確

保することで、地域における雇用創出や地域活性化に貢献していく。 

 背後地域の企業の物流効率化や産業の付加価値を向上するため、海

上輸送拠点を確立する。 
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【観光・交流・アメニティ】 

 銚子ジオパークの名所である屏風ヶ浦や犬岩といった観光資源に

加えて、今後整備が進む洋上の風車を新たな観光資源と捉え、地球

環境の保全を学ぶためのエコツーリズムの拠点を形成する。 

 海洋性レクリエーションの活性化に伴う交流人口の増加に向けて、

銚子マリーナが海洋性レクリエーションの拠点となるよう機能拡

充を図る。 

 

【環境】 

 恵まれた自然豊かな景観と新たに形成される風車景観を眺望する

緑地空間を形成し、名洗港が一体的となり「風車が映える」良好な

港湾景観を創出する。 

 洋上風力発電を支える港湾機能を確保することで、カーボンニュー

トラルの促進に貢献する。 

 

【防災】 

 海難事故の削減に向けて、荒天時の避泊需要に対応した小型船舶の

避難泊地を確保する。 

 背後地域のエネルギーの代替性を向上するため、地産地消が可能な

洋上風力発電を支える維持管理拠点としての機能強化を図る。 
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【港湾空間のゾーニング】 

多様な機能が調和し、連携する質の高い空間を形成するため、以下の

とおり港湾空間を配置する。 

 

・既設の水深５．５ｍ岸壁背後や名洗防波堤背後のエリアに、洋上風

力関連施設の立地や一般貨物を取り扱う「物流・エネルギー関連ゾ

ーン」を配置する。 

・食品加工産業の工場が立地する工業地帯に、現状の利用が継続する

ことを想定して「生産ゾーン」を配置する。 

・千葉科学大学が立地するエリアに、現状の利用が継続することを想

定して「都市機能ゾーン」を配置する。 

・歴史ある自然環境と洋上の風車が調和した港湾景観を形成するため、

銚子マリーナや名洗港海浜公園が立地するエリア及び犬岩の周辺エ

リアに「緑地レクリエーションゾーン」を配置する。 

・避難泊地として小型船を受け入れる名洗防波堤背後の水域に「防災

ゾーン」を配置する。 
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Ⅱ 港湾の能力 

目標年次（令和１０年代半ば）における取扱貨物量、船舶乗降旅客

数等を次のように定める。 

 

取

扱

貨

物

量 

内   貿 １４万トン 

船 舶 乗 降 旅 客 数 等 １万人 
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Ⅲ 港湾施設の規模及び配置 

１ 公共埠頭計画 

洋上風力発電設備の建設補助や維持管理に対応するとともに、水産

品等の内貿貨物を取り扱うため、公共埠頭を次のとおり計画する。 

水深５.５ｍ 岸壁１バース 延長１００ｍ［新規計画］Ｎ－１ 

水深３.５ｍ 物揚場 延長３６０ｍ 

［既設・既定計画の変更計画］ 

水深３.５ｍ 物揚場 延長２７０ｍ［新規計画］ 

埠頭用地 ６ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

［新規計画］ 

埠頭用地 ２ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

（うち２ｈａ既設）［既設の変更計画］ 

既設 

水深５．５ｍ 岸壁３バース 延長２６２ｍ 

埠頭用地 ３ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

既定計画 

水深５．５ｍ 岸壁 延長８ｍ 
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２ 水域施設計画 

公共埠頭計画に対応して、航路、泊地及び航路・泊地を次のとお

り計画する。また、船舶の避難泊地を確保するための泊地の計画を

含めるものとする。 

 

２-１ 航路 

名洗航路 水深５．５ｍ 幅員８０ｍ［既定計画の変更計画］ 

既定計画 

名洗航路 水深５．５ｍ 幅員９０ｍ 

 

２-２ 泊地 

公共埠頭計画に対応した水域施設として、泊地を次のとおり計画

する。 

水深３．５ｍ 面積１ｈａ［既定計画の変更計画］ 

水深５．５ｍ 面積１ｈａ［既定計画の変更計画］ 

 

船舶の避難泊地を確保するため、泊地を次のとおり計画する。 

水深４．５ｍ 面積９ｈａ［既定計画の変更計画］ 

既定計画 

泊地 水深５．５ｍ 面積２１ｈａ 

 

２-３ 航路・泊地 

水深４．５ｍ 面積７ｈａ［新規計画］ 

水深５．５ｍ 面積８ｈａ［新規計画］ 
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３ 外郭施設計画 

港内の静穏及び船舶航行の安全を図るとともに、漂砂による埋没

対策として、外郭施設を次のとおり計画する。 

 

３－１ 防波堤 

名洗防波堤（２） 延長３３９ｍ（うち１４４ｍ既設） 

［既設の変更計画］ 

名洗防波堤（４） 延長２３５ｍ（うち２３５ｍ既設） 

［既定計画の変更計画］ 

名洗防波堤（５） 延長３００ｍ［既定計画］ 

名洗防波堤（６） 延長１００ｍ［新規計画］ 

港内防波堤 延長３００ｍ［新規計画］ 

既設 

名洗防波堤（２） 延長１４４ｍ 

既定計画 

名洗防波堤（４） 延長３８０ｍ（うち１８５ｍ既設） 

名洗防波堤（５） 延長３００ｍ 
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４ 小型船だまり計画 

公共埠頭計画における新たな埠頭用地の造成に伴い、名洗港船だ

まりを廃止する。 

既設 

名洗港船だまり 

泊地 水深２．５ｍ 面積２ｈａ 

１号波除堤 延長６０ｍ 

２号波除堤 延長１０ｍ 

３号波除堤 延長３５ｍ 

４号波除堤 延長８ｍ 

５号波除堤 延長１７ｍ 

６号波除堤 延長２５ｍ 

内防波堤 延長１０ｍ 

３号防砂堤 延長５０ｍ 

物揚場 水深２．５ｍ 延長２１８ｍ 

船揚場 延長４４ｍ 
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５ マリーナ計画 

小型桟橋は既定計画のとおりとする。 

マリーナと一体的に計画されていた土地利用に関する需要の変化

に伴い、交流厚生用地を次のとおり変更する。 

小型桟橋 １５基（うち７基既設）［既定計画］ 

交流厚生用地 ８ｈａ［既設の変更計画］ 

既設 

交流厚生用地 １２ｈａ 

既定計画 

小型桟橋 １５基（うち７基既設） 
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６ 臨港交通施設計画 

土地利用計画の変更に伴い、臨港交通施設を次のとおり計画する。 

６-１ 道路 

名洗臨港道路 

起点 県道２５４号 終点 銚子市潮見町５－３地先 ２車線 

［既設の変更計画］ 

臨港道路１号線 

起点 名洗臨港道路 終点 臨港道路３号線 ２車線 

［既定計画の変更計画］ 

既設 

名洗臨港道路 

（区間Ａ）起点 県道２５４号  

終点 銚子市潮見町５－３地先 ２車線 

（区間Ｂ）起点 本線  

終点 埠頭用地 

（区間Ｃ）起点 本線  

終点 名洗港船だまり 

既定計画 

臨港道路１号線 

起点 名洗臨港道路 

終点 銚子市潮見町１５－８地先 ２車線 

（臨港道路３号線まで既設） 
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Ⅳ 港湾の環境の整備及び保全 

１ 自然的環境を整備又は保全する区域 

（１）良好な景観を形成する区域 

洋上の風車の設置が進むことで、豊かな自然環境と洋上の風車が

調和した港湾景観を形成するため、「良好な景観を形成する区域」を

次のとおり計画する。 

屏風ヶ浦周辺において「良好な景観を形成する区域」を定める 

［新規計画］ 

 

２ 港湾環境整備施設計画 

良好な港湾の環境の形成を図るため、港湾環境整備施設について以

下のとおり計画する。 

 

（１） 親水レクリエーションの機能を高める水際空間を創出するた

め、海浜及び緑地を次のとおり計画する。 

海浜 延長１６０ｍ［既設の変更計画］ 

緑地 １ｈａ［新規計画］ 

既設 

海浜 延長２００ｍ 

 

（２） 美しい港湾景観を眺望する緑地空間を創出するため、緑地を次

のとおり計画する。 

緑地 １ｈａ［新規計画］  
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Ⅴ 土地造成及び土地利用計画 

港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携す

る質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成計画、土地利用計画

及び海浜計画を次のとおり計画する。 

 

１ 土地造成計画 

 

 

２ 土地利用計画 

 

  

単位：ｈａ

　　 用途

 港名

埠　頭
用　地

港湾関
連用地

交流厚
生用地

工　業
用　地

都市機
能用地

交通機
能用地

緑　地 合　計

(6) (1) (7)
6 1 7

　　　　特に密接に関連する土地造成計画で内数である。

名洗港

注１） （　）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、

単位：ｈａ

　　 用途

 地区名

埠　頭
用　地

港湾関
連用地

交流厚
生用地

工　業
用　地

都市機
能用地

交通機
能用地

緑　地 合　計

(8) (3) (8) (12) (15) (3) (4) (53)
8 3 8 12 15 3 5 53

注2） 端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。

計

注１） （　）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、

　　　　特に密接に関連する土地利用計画で内数である。
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３ 海浜計画 

 

 

既設 

 

 

  

単位：ｍ

　　 　　　　用途
　港名

海　浜

(160)
710

名洗港

　　に関連する海浜計画で内数である。

注 （　）は、港湾の開発、利用及び保全並びに

　　港湾に隣接する地域の保全に、特に密接

単位：ｍ

　　 　　　　用途
　港名

海　浜

(200)
200

名洗港
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Ⅵ その他重要事項 

１ 港湾施設の利用 

（１）物資補給等のための施設 

洋上風力発電で使用する作業船等の待機並びに物資補給の用に

対応するため、物資補給等のための施設を次のとおり計画する。 

水深３．５ｍ 物揚場 延長１２０ｍ（物資補給施設） 

［新規計画］ 

 

２ その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項 

（１）良好な港湾景観の形成 

名洗港が一体となり良好な港湾景観を形成するため、海浜及びそ

の他緑地を次のとおり計画する。 

海浜 延長５５０ｍ（既設）［新規計画］ 

その他緑地 １ｈａ（既設）［新規計画］ 

 


